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　　＜特集「画像診断を取り巻く最近の話題」＞
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抄　　録
　放射線診療は誰でも安全に安心して受けることが出来る診療であり，診療時の侵襲の少なさから
今後ますますの発展が期待されている．放射線診療の責任は依頼する医師と実施する放射線科医に
あり，患者を被ばくさせる正当な理由に基づいて，診断情報や治療効果を得るために最適の線量を
用いて実施しなければならない．また，医師・歯科医師は人への放射線照射の決定権を付与された
専門職として，当然のように生物学的な影響を含む放射線・放射線防護に関する基礎知識有すると，
患者や医療スタッフから信頼される立場にある．
　今後も放射線診療が安心できる医療として広く利用され続けるために不可欠な，医療放射線被ば
くの基礎知識について臨床現場で活用できる形で提供する．
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Abstract

　　Over the years, diagnostic radiology has been developed.  Thera are obvious benefit for patient 
health.  But in each radiological diagnosis, requesting clinician and radiologist must also judge the 
benefit/radiation risk ratio.
　　In this report, many basic information on radiation risks, the internal and external radiation 
exposure, as well as answers to frequently asked questions（e.g. pregnant patient and child patient）
are provided.  I hope this report would be useful for physicians of Kyoto Prefecture University of 
Medicine. 
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　レントゲン博士がエックス線の存在を報告し

た 1895年の論文には妻の手の骨の画像が収載
されている．これは，エックス線が医療に大き
く貢献することを示唆しており，論文発表翌年
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にはドイツで内科医らを前にして，レントゲン
博士が講演を行っている．その後放射線の医学
利用は急速に進歩し続け，今日では，診断・治
療のあらゆる場面で必要不可決な存在となって
いる．放射線診療を行う医師も，放射線科医だ
けでなく，救急救命医，循環器内科・外科，脳
神経外科，整形外科等に拡大している．患者を
救命するための新たな技術が次々と開発されて
いく一方で，基本的な放射線被ばくに関する卒
後教育は取り残されてきた．医療の要の一つで
ある医療安全の見地から放射線に関する知見を
医師が共有することは，今後益々放射線診療が
発展するためには必要不可欠と考える．
1．放射線はどこにあるか
　地球上で人々が日常生活を営むあらゆる場所
に存在する．
　放射線・放射性物質は固体・液体・気体の形
状で地球上のあらゆる場所に自然に存在する．
例えば家の建材に含まれる砂利にはわずかだが
ラジウムが存在し，ここから放出されるラドン
ガスを我々は常に呼吸に伴い体内に取り込んで
いる．放射線・放射性物質が自然には存在しな
いと認識している人々も多いことを医師は知っ
ておくべきである．
2．放射線の単位
　ベクレル（Bq），グレイ（Gy），シーベルト（Sv）
がある．
　物質が放射線を出す量，放射能量には Bq，
人や物に放射線を照射し吸収された量は Gy，
放射線照射による人への影響を推計する実効線
量には Svを単位として用いる．
3．医療における放射線量の計測
　放射能量と吸収線量を用いて定量化する．
　核医学診療で利用する放射性医薬品は，数秒
～数時間以内に放出する放射線量が半減するも
のが多い．このため，医薬品の溶液量ではなく，
そこから出ている放射線量 Bqを計測して患者
に投与する．エックス線や CT撮影，また放射
線治療では，診療に必要な放射線量が患者に吸
収されることで，診断に適した画像を得たり，
がん治療を行ったりしている．この場合は吸収
線量 Gyを用いる．

4．実効線量を患者の被ばくに用いてよいか
　個々の患者に用いるべきではない．
　実効線量は実測値ではないため個々の患者に
は用いない．国際的に認められた模擬人体への
照射として推計し，検査方法の正当性（放射線
影響が大きすぎないかの判断）や健康診断実施
年齢（例えばマンモグラフィ健診はこの考え方
に則り 30歳以上としている）の決定など，放
射線利用の事前の判断に利用する．実効線量の
主たる利用目的は放射線従事者の放射線防護で
ある．
5．放射線の作用機序はどのようなものか
　DNAの損傷作用がある．
　細胞分裂段階で放射線による染色体異常が生
じると，DNAに決定的な損傷が生じ細胞死に
至ることがある．これは放射線治療に応用して
いる．放射線検査で細胞死に陥るような大量の
放射線は用いないが，体内の水分子が放射線分
解を受けて生成したフリーラジカルにより，
DNAに科学的損傷を起こすことがある．損傷
の多くは一本鎖切断だが，まれには二本鎖切断
も生じる．二本鎖切断は修復が複雑で誤修復と
なる場合が多い．ここからさらに染色体異常，
遺伝子突然変異を来すと発がん第 1プロセスに
到達する．この後，放射線以外の原因も加わっ
た何度かの突然変異を経てがんが発生すると考
えられている．
6．人への発がんのリスクは放射線で増えるか
　放射線での増加は確認されている．
　広島・長崎の原爆被爆者の疫学調査結果等よ
り，200 mGy以上では線量の増加に伴うがん
の発生が確認されている．100 mGy以下の被
ばく量では，その影響が小さいために潜在的な
発がん影響を検出できない．100 mGyのとこ
ろに，しきいとなる値が存在するのでなく，こ
れには，喫煙や食習慣等の発がんに関するその
他の交絡因子やがんの自然発生率が影響してい
るためと考えられている．
7．放射線による遺伝的影響はあるか
　遺伝的影響は認められていない．
　広島，長崎の原爆生存者の二世，三世を対象
とした調査研究で遺伝的影響は検出されていな
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い．
8．患者の放射線診療を決定するのは誰か
　医師・歯科医師のみが決定権を持つ．
　患者の放射線被ばくを正当化できる唯一の理
由は，放射線診療をうけることが患者にとって，
非常に大きな利益を与える（検査や IVRに伴
う小さな放射線リスクの増加はあっても）との
医師・歯科医師の判断の存在である．また，場
合によっては超音波検査やMRI検査の方が有
益な情報を得られる時もあるため，依頼を受け
た放射線科専門医からこのような検査変更のア
ドバイスを受けた場合は柔軟に対応する必要が
ある．
9．診断精度に影響なく放射線量を管理できる

のか
　診断に影響しない放射線量の管理は可能．
　放射線量の管理は低減だけが目的では無く，
適切な線量を利用することにある．放射線装置
の性能を充分に理解していれば，画質を担保し
ながら線量を適切に低下させることができる．
これには，診療放射線技師と，放射線科専門医，
依頼医の協力に基づいた読影実験が基礎とな
る．また，依頼医と放射線科医の充分な連携に
より撮影範囲を絞ることが可能となり，患者被

ばく量は減少する．CTの造影検査では，目的
に合った撮影プロトコールを作成することで，
診断に寄与する画像のみを収集できる．
10．妊婦への放射線診断は配慮が必要か
　特別な配慮をする．
　放射線診断で用いる放射線量は胎児への形態
異常や精神発達遅延の影響となる量よりも少な
い（図 1）．しかし，リスクのあるものはでき
るだけ減らすとの安全の基本に則り，撮影範囲
のより厳格な設定や線量の低減をする．なお，
ほとんどの患者は妊婦の放射線検査は禁忌と感
じているので，必要な検査の時は充分にその有
用性と安全性を説明する．
11．小児への放射線診断は配慮が必要か
　特別な配慮をする．
　小児のからだは成長過程のため，成人よりも
数倍放射線影響を受けやすいとされている1）．
体格に合わせた少ない線量での適切な撮影プロ
トコールを準備しておく．
12．放射線検査を行う場合の患者あたりの回

数制限はあるか
　回数制限はない．
　放射線診療に伴う患者の被ばく線量に上限は
設定されていない．放射線による多少の被ばく

図 1　妊婦にエックス線検査を実施した場合の胎児線量
　しきい線量以下で検査を実施できる（しきい線量とは集団
の 1％に異常が出現する値）．
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リスクはあるにしても，医師が必要と判断した
放射線診療を中止する理由とはなり得ない．こ
の意義を依頼医は重く受け止める必要がある．
13．ポータブル撮影で同室の患者を移動させ

る必要があるか
　移動の必要は無い．
　ポータブル撮影で利用する放射線のエネル
ギーであれば，2 m以上の距離を取れば問題は
無い．なお，医療スタッフが撮影を受ける患者
に近づいて支えるような場合は防護衣を着用す
る．
14．IVR の患者副作用で注意すべきことはな

にか
　患者の皮膚障害の発生に注意する．
　IVRで用いる放射線は照射している皮膚表面
の線量が最も高くなる．長時間の透視継続は，
皮膚の障害をおこし潰瘍形成に陥る場合もあ

る．｢IVRに伴う皮膚障害の防止に関するガイ
ドライン｣2）に詳細な対応方法が記載されてい
るので参考にする．
15．放射線従事者の被ばく低減方法はあるか
　多くの低減方法がある．
　被ばくの低減効果は，個人線量計を着用して
いれば実測値として確認できる．この装着は放
射線診療従事者の基本行為であり，装着を忘れ
ての撮影室への立ち入りはインシデントに相当
する．
　放射線はその発生源からの距離が 2倍になる
と放射線量は 1/4に減る．適切な距離を保つ
ことを心がける．透視では線量率を下げること
や，エックス線管を透視台の下に来るように設
定することも効果が高い．図 2に示す従事者防
護の要点 10（IAEA作成，日本医学放射線学会
が許可を得て一部改訂後翻訳）を参照する．

図 2　エックス線透視における従事者防護の要点 10
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お　わ　り　に

　2020年 4月より改正された医療法施行規則
が実施となる3）．ここでは患者の医療被ばく管
理が強化される．各施設には医療放射線安全管
理責任者の設置が義務づけられる．この責任者
をリーダーとして，病院毎に放射線安全利用の
指針を策定し，CTや IVRの患者線量の記録を

含む放射線診療の安全管理の推進，検査を依頼
する医師も含めた教育訓練の実施，放射線診療
に対する患者との情報共有の推進等を行う．医
療施設一丸となった放射線診療の安全利用がさ
らに求められる．

　開示すべき潜在的利益相反状態はない．
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